
足利市中小法人等電力価格高騰対策支援金申請についてのＱ＆Ａ

Ｎｏ． 分類 対象 質問

1 支援対象者全員

自宅を自宅兼事務所として使用してし
ており、事業用と家庭用の電気の契約
を分けていない場合、支援対象となる
か

2 支援対象者全員
支援金の申請者と電気の契約者が異
なる場合、支援対象となるか

3 支援対象者全員
個別に電気の契約をしているわけでは
なく、事業所の賃料等に電気代が含ま
れている場合は、支援対象となるか

4 支援対象者個人事業主
個人事業主かどうかを何をもって判断
するのか

5 提出書類 法人
【提出書類⑤法人謄本について】法人
謄本（履歴事項全部証明書）は、コ
ピーしたものを提出してもよいか

6 提出書類 個人事業主

【提出書類⑥確定申告書第一表の控
えについて】
国税の申告義務がなく、確定申告を
行っていない場合はどうしたらよいか

7 提出書類 個人事業主

【提出書類⑥確定申告書第一表の控
えについて】
令和４年１月以降に開業し、まだ確定
申告を迎えていない場合はどうしたら
よいか

8 提出書類 個人事業主

【提出書類⑦国民健康保険証の写しに
ついて】
以前所属していた企業の健康保険を
任意継続しているため、国民健康保険
証を保有していない場合はどうしたら
よいか

支援対象になりません。
※賃料等と電気代が明確に分かれており、電気の使用量に応じて貸主等に
支払っている場合は、対象になり得ます。（12月5日追記)

令和４年１２月５日時点
随時更新予定

回答

支援金の申請者と電気の契約者が異なる場合は、支援対象とはなりませ
ん。
※法人の場合で、電気の契約者が法人ではなく、会社の代表者等の個人で
契約している場合等も支援対象とはなりません。
※個人事業主が屋号で電気料金を契約している場合は、支援対象になり得
ます。（12月5日追記)

申請者と電気の契約者が同一であり、自宅兼事務所において、一部でも事
業用として電気を使用している事実があれば、支援対象になり得ます。

市民税・県民税申告書の控え（直近の年度分で受付印が押印されているもの
に限る）を提出してください。
郵送で申告し、控えや受付印がない場合は、公的機関が発行する事業収入
があることが証明できるもの（居住している自治体が発行する「所得証明書」
等）を提出してください。

当支援金においては、以下の①～③の要件すべてを満たすものを個人事業
主と判断します。
①事業収入を営業等で申告していること。（確定申告書で確認）
②給与所得で生計を立てていないこと。（国民健康保険証で確認）
③健康保険等の被扶養者ではないこと。（国民健康保険証で確認）

※①について、事業収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業主は、
提出書類⑥確定申告書第一表の控えとともに、委託契約等収入があることを
示す書類を補足資料として提出してください。
（例)申請者が雇用者でないものとの間で締結する業務委託契約等の契約書
など

確定申告書第一表の代替え書類として、「開業届」や「各種営業許可書」の写
し等の事業を行っていることが証明できる書類を提出してください。
※令和４年１月以降に開業した個人事業主のみに適用する特例措置です。

国民健康保険証の代替え書類として、健康保険証（以前所属していた企業の
健康組合発行）の写しを提出してください。
※保険証に任意継続被保険者であることが明記されていない場合は、下記
の書類も添付してください。
・退職証明書（以前所属していた企業が発行）又は離職票（ハローワーク発行
の「雇用保険被保険者離職証明書」）の写し

コピーでも大丈夫です。


